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令和７年第１回定例会 議決結果 

番  号 議      案      名 結 果 

議案第１号 令和７年度鹿嶋市一般会計予算 原案可決 

議案第２号 令和７年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算 原案可決 

議案第３号 令和７年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 

議案第４号 令和７年度鹿嶋市介護保険特別会計予算 原案可決 

議案第５号 
令和７年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別

会計予算 
原案可決 

議案第６号 令和７年度鹿嶋市墓地特別会計予算 原案可決 

議案第７号 令和７年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算 原案可決 

議案第８号 令和７年度鹿嶋市水道事業会計予算 原案可決 

議案第９号 令和７年度鹿嶋市下水道事業会計予算 原案可決 

議案第１０号 令和７年度鹿嶋市農業集落排水事業会計予算 原案可決 

議案第１１号 令和６年度鹿嶋市一般会計補正予算（第８号） 原案可決 

議案第１２号 令和６年度鹿嶋市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第１３号 令和６年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第１４号 令和６年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第４号） 原案可決 

議案第１５号 
令和６年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号） 
原案可決 

議案第１６号 令和６年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決 

議案第１７号 鹿嶋市犯罪被害者等支援条例 原案可決 

議案第１８号 

鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

原案可決 

議案第１９号 鹿嶋市手数料徴収条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２０号 
鹿嶋市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 
原案可決 

議案第２１号 鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２２号 鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２３号 鹿嶋市火葬場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２４号 鹿嶋市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第２５号 
鹿嶋市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例

の一部を改正する条例 
原案可決 

議案第２６号 
鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例 
原案可決 

議案第２７号 鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 
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議案第２８号 
鹿嶋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 
原案可決 

議案第２９号 鹿嶋市都市公園条例及び鹿嶋市運動施設条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第３０号 令和６年度鹿嶋市墓地特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

報告第 １ 号 専決処分について（令和６年度鹿嶋市一般会計補正予算（第７号）） 原案承認 

諮問第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 原案適任 

令和７年請願第１号 学校給食無償化を求める請願 趣旨採択 

第 １ 号議案 鹿嶋市議会会議規則の一部を改正する規則 原案可決 

第 ２ 号議案 鹿嶋市議会委員会条例の一部を改正する条例 原案可決 

第 ３ 号議案 鹿嶋市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 

第 ４ 号議案 鹿嶋市議会議員の費用弁償の特例に関する条例 原案可決 

議 長 発 議 道の駅整備等による地域経済活性化検討協議会の設置について 原案可決 

 

 

【議案説明】 

議案第１号 令和７年度鹿嶋市一般会計予算 

１ 歳入歳出予算について 

 （１）歳入歳出予算の総額は，前年度比 4.9％増（11 億 5,300 万円増）の 244 億 6,000

万円となりました。 

 （２）歳入の主なものとして，市税は，個人所得の増や経済情勢の回復などによる市民

税の増などにより，前年度比 1.4％増の 116 億 1,229 万円を見込みました。地方交

付税は，普通交付税の増などにより前年度比 8.4％増の 11 億 5,652 万 9,000 円，

分担金及び負担金は，保育料の増などにより前年度比 8.9％増の 1 億 7,119 万

3,000 円，国庫支出金は，社会福祉費負担金や児童福祉費負担金の増などにより前

年度比 17.9％増の 45 億 6,117 万 3,000 円，県支出金は，社会福祉費負担金の増な

どにより前年度比 6.5％増の 20 億 3,593 万 5,000 円，寄附金は，ふるさと納税の

増により前年度比 92.0％増の 6 億 2,600 万円，市債は，衛生債の減，臨時財政対

策債の皆減などにより前年度比 1.2％減の 8億 6,540 万円を見込みました。 

 （３）歳出の主なものとして，人件費，扶助費，公債費からなる義務的経費は，自立支

援給付事業や児童手当等経費の増などにより，前年度比 9.2％増の 135 億 1,674 万

2,000 円，普通建設事業費，災害復旧事業費からなる投資的経費は，橋りょう長寿

命化事業の減などにより，前年度比 16.4％減の 11 億 6,901 万 2,000 円，物件費や

補助費等などのその他の経費は，委託料の増などにより，前年度比 2.6％増の 97

億 7,424 万 6,000 円を計上しました。 

 （４）令和７年度の主な事業として，総務費関係は，ICT の適切な管理や行政デジタ

ル・トランスフォーメーションを進め，市民サービスの向上及び事務の効率化を図
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る情報政策推進費，市内産業の活性化及び自主財源の確保を図るふるさと納税推進

事業，持続可能な公共交通体系の確立に向けて，コミュニティバス等への運行支援

を行う公共交通対策事業など，28億 3,846 万 5,000 円を計上しました。 

    民生費関係は，障がい者などの自立した地域生活と就労を支援するため，障がい

福祉サービス利用に係る費用の一部を給付する自立支援給付事業，民間の幼児教

育・保育に要する費用を支給する教育・保育施設入所支援事業，児童を養育してい

る父母その他保護者等に対し，児童手当を支給する児童手当等経費など，111 億

6,713 万 2,000 円を計上しました。 

    衛生費関係は，各種予防接種体制を整備し感染症の発生と拡大を防ぐ予防接種経

費，鹿嶋斎苑の維持・管理を行う鹿嶋斎苑管理費，鹿島地方事務組合において可燃

ごみの共同処理を行う一般廃棄物広域処理事業，資源循環型社会の構築を目指し，

ごみの減量化を図るため，リサイクル施設等を管理運営するごみ処理施設管理経費

など，19億 9,721 万 9,000 円を計上しました。 

    労働費関係は，本市への UIJ ターンにつなげるため移住・就職相談事業などを行

う労働行政事務経費に 17万 4,000 円を計上しました。 

    農林水産業費関係は，新規就農者などへ各種支援を行う農業振興事業，農業生産

性の向上及び農業生産基盤の強化のために茨城県が行う土地改良事業に対する県営

土地改良事業負担金など，3億 6,249 万円を計上しました。 

    商工費関係は，市商工会と連携しながら各種イベントや商店街活性化策を推進す

る商工業振興事務経費や，海水浴場の開設や各種イベントを実施し，市内消費の拡

大や市内経済の好循環につなげる観光振興事業など，1 億 6,764 万 1,000 円を計上

しました。 

    土木費関係は，安全安心な道路環境を維持する道路維持補修費，河川の排水路改

修により氾濫や浸水被害の防止を図る排水路整備事業，常に快適で安全安心に公園

の利用ができるよう適切な維持管理を行う大規模都市公園管理費など，19 億 2,915

万 1,000 円を計上しました。 

    消防費関係は，地域住民の生命・財産を守るため，消防団の運営及び活動を支援

する消防団関係経費，消防施設の整備充実を図る消防施設整備費，鹿島地方事務組

合消防事業経費など，10億 9,503 万 2,000 円を計上しました。 

    教育費関係は，市独自のカリキュラムを作成し，発達段階に応じた系統的な英語

教育を推進する英語指導事業経費や，ICT 教育環境の整備や円滑な学校運営を行う

小学校教育振興支援事業，安全安心な学校給食の提供及び施設・設備の維持管理を

行う学校給食センター経費，良好なスポーツ環境づくりのため，スポーツ施設の適

正な維持管理・運営を行う体育施設管理費など，29 億 1,187 万 2,000 円を計上し

ました。 

    災害復旧費関係は，風水害などに対応するための道路橋りょう災害復旧事業に

385 万円を計上しました。 



- 4 - 

 

２ 債務負担行為について 

  債務負担行為は，令和８年度ふるさと納税ポータルサイト利用手数料及び決済手数料，

第１０期はつらつ長寿プラン２１策定業務委託料，看護師修学資金貸付金，お試しチャ

レンジショップ委託料，立地適正化計画策定業務委託料について限度額を設定しました。 

３ 地方債について 

  地方債は，保育園施設整備事業，ごみ処理施設大規模改修事業，鹿嶋斎苑整備事業，

農業農村整備事業，道路整備事業，道路整備事業（社会資本整備総合交付金），排水整

備事業など，8億 6,540 万円について限度額を設定しました。 

 

議案第２号 令和７年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算 

 歳入歳出予算の総額は，前年度比 3.1％減（2 億 689 万 4,000 円減）の 64 億 5,048 万

7,000 円となりました。 

 歳入として，国民健康保険税 10億 6,684 万 6,000 円，国庫支出金 14 万 5,000 円，県支

出金 46 億 1,835 万 2,000 円，繰入金 7 億 3,618 万 5,000 円，諸収入外 2,895 万 9,000 円

を見込みました。 

 歳出として，総務費 4,143 万 9,000 円，保険給付費 45 億 524 万円，国民健康保険事業

費納付金 18 億 213 万 8,000 円，保健事業費 8,197 万円，予備費 1,000 万円，諸支出金外

970 万円を計上しました。 

 

議案第３号 令和７年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算 

 歳入歳出予算の総額は，前年度比 1.7％減（1,948 万 3,000 円減）の 11 億 475 万 6,000

円となりました。 

 歳入として，後期高齢者医療保険料 8億 8,168 万 4,000 円，使用料及び手数料 1,000 円，

繰入金 2億 1,982 万 1,000 円，繰越金 50 万円，諸収入 275 万円を見込みました。 

 歳出として，後期高齢者医療広域連合納付金 11 億 220 万 5,000 円，諸支出金 255 万

1,000 円を計上しました。 

 

議案第４号 令和７年度鹿嶋市介護保険特別会計予算 

 歳入歳出予算の総額は，前年度比 9.1％増（4億 4,340 万 2,000 円増）の 53 億 1,275 万

7,000 円となりました。 

 歳入の主なものとして，介護保険料 12 億 5,063 万円，国庫支出金 9 億 9,822 万 3,000

円，支払基金交付金 13 億 7,054 万 5,000 円，県支出金 7 億 4,721 万 1,000 円，繰入金 9

億 4,503 万 8,000 円を見込みました。 

 歳出の主なものとして，総務費 5,654 万円，保険給付費 49 億 1,100 万円，地域支援事

業費 3億 3,973 万 9,000 円，諸支出金 147 万 8,000 円，予備費 300 万円を計上しました。 

 

議案第５号 令和７年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会
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計予算 

 歳入歳出予算の総額は，前年度比 15.9％増（258 万 9,000 円の増）の 1,883 万 3,000 円

となりました。 

 歳入として，分担金及び負担金 595 万円，使用料及び手数料 1,000 円，財産収入 5,000

円，基金繰入金 1,187 万 7,000 円，前年度繰越金 100 万円を見込みました。 

 歳出として，都市計画費 1,782 万 8,000 円，諸支出金 5,000 円，予備費 100 万円を計上

しました。 

 

議案第６号 令和７年度鹿嶋市墓地特別会計予算 

 歳入歳出予算の総額は，前年度比 94.8％増（848 万 4,000 円増）の 1,743 万円となりま

した。 

 歳入として，使用料及び手数料 627 万 9,000 円，財産収入 1 万円，繰入金 875 万 7,000

円，繰越金 238 万 4,000 円を見込みました。 

 歳出として，墓地管理費 1,303 万 6,000 円，基金積立金 419 万 4,000 円，予備費 20 万

円を計上しました。 

 

議案第７号 令和７年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算 

 歳入歳出予算の総額は，前年度比 0.3％減（100 万円減）の 2 億 9,400 万円となりまし

た。 

 歳入として，繰替金収入 2億 9,400 万円を見込みました。 

 歳出として，需用費（光熱水費）2 億 6,300 万円，役務費（電話料）3,100 万円を計上

しました。 

 

議案第８号 令和７年度鹿嶋市水道事業会計予算 

１ 収益的収入及び支出について 

  収益的収入として,水道料金等の営業収益 18 億 1,007 万 6,000 円，消費税還付金等の

営業外収益 1 億 903 万 5,000 円，総額で前年度比 0.4％減（798 万円減）の 19 億 1,911

万 1,000 円を見込みました。 

  収益的支出として，受水費，給水施設等の維持管理費及び人件費等の営業費用 17 億

541 万 3,000 円，企業債利息等の営業外費用 9,314 万 4,000 円，予備費 500 万円，総額

で前年度比 0.5％増（875 万 4,000 円増）の 18 億 355 万 7,000 円を計上しました。 

２ 資本的収入及び支出について 

  資本的収入として，企業債 2 億円，出資金 2,000 万円，総額で前年度比 77.3％減（7

億 4,768 万 1,000 円減）の 2億 2,000 万円を見込みました。 

  資本的支出として，建設改良費 3 億 7,344 万 7,000 円，企業債償還金 2 億 6,164 万

6,000 円，総額で前年度比 60.2％減（9 億 5,977 万円減）の 6 億 3,509 万 3,000 円を計

上しました。 
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  なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4 億 1,509 万 3,000 円は,消費

税及び地方消費税資本的収支調整額，建設改良積立金，過年度及び当年度分損益勘定留

保資金にて補塡します。 

３ 債務負担行為について 

  債務負担行為は，鹿嶋市水道料金等徴収業務委託について限度額を設定しました。 

 

議案第９号 令和７年度鹿嶋市下水道事業会計予算 

１ 収益的収入及び支出について 

  収益的収入として，営業収益 7 億 6,127 万 1,000 円，営業外収益 8 億 7,041 万 6,000

円，総額で前年度比 4.9％増（7,685 万 4,000 円増）の 16 億 3,168 万 7,000 円を見込み

ました。 

  収益的支出として，営業費用 15 億 2,490 万 6,000 円，営業外費用 1 億 1,264 万

5,000 円，特別損失 100 万円，予備費 1,000 万円，総額で前年度比 6.2％増（9,603 万

8,000 円増）の 16億 4,855 万 1,000 円を計上しました。 

２ 資本的収入及び支出について 

  資本的収入として，企業債 1 億 4,700 万円，他会計出資金 2,550 万円，国庫補助金 1

億 5,300 万円，負担金及び分担金 1,124 万 8,000 円，基金取崩収入 1 億 5,456 万 7,000

円，総額で前年度比 39.5％減（3億 2,079 万 4,000 円減）の 4億 9,131 万 5,000 円を計

上しました。 

  資本的支出として，建設改良費 4億 3,692 万 5,000 円，企業債償還金 4億 5,287 万円，

総額で前年度比 29.1％減（3億 6,454 万 6,000 円減）の 8億 8,979 万 5,000 円を計上し

ました。 

  なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3億 9,848 万円は，消費税及び

地方消費税資本的収支調整額，当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金にて補填する

ものです。 

 

議案第１０号 令和７年度鹿嶋市農業集落排水事業会計予算 

１ 収益的収入及び支出について 

  収益的収入として，営業収益 2,050 万円，営業外収益 9,265 万 6,000 円，総額で前年

度比 11.2％減（1,426 万 3,000 円減）の 1億 1,315 万 6,000 円を見込みました。 

  収益的支出として，営業費用 9,805 万 8,000 円，営業外費用 479 万 5,000 円，特別損

失 3 万円，予備費 300 万円，総額で前年度比 15.7％減（1,966 万 7,000 円減）の 1 億

588 万 3,000 円を計上しました。 

２ 資本的収入及び支出について 

  資本的収入として，他会計出資金 2,100 万円，総額で前年度比 90.9％増（1,000 万円

増）の 2,100 万円を見込みました。 

  資本的支出として，企業債償還金 3,024 万 7,000 円，総額で前年度比 0.9％減（26 万
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4,000 円減）の 3,024 万 7,000 円を計上しました。 

  なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 924 万 7,000 円は，当年度分損

益勘定留保資金にて補塡するものです。 

 

 

議案第１１号 令和６年度鹿嶋市一般会計補正予算（第８号） 

１ 歳入歳出予算の補正について 

  既定の歳入歳出予算の総額から，歳入歳出それぞれ 2億 6,793 万 8,000 円を減額し，

総額 261 億 9,301 万 6,000 円となりました。 

  歳入の主なものとして，地方消費税交付金の減 1億 4,916 万円，地方交付税の増 4億

2,082 万 3,000 円，物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などによる国庫支出金の

減 2 億 1,220 万 8,000 円，財政調整基金繰入金などによる繰入金の減 2 億 7,847 万

5,000 円，道路橋りょう債などによる市債の減 7,550 万円などを見込みました。 

  歳出の主なものとして，補助金などによる住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金事

業の減 2 億 1,385 万 4,000 円，扶助費などによる教育・保育施設入所支援事業の増

6,228 万 9,000 円，委託料などによる予防接種経費の減 6,976 万 8,000 円，橋りょう長

寿命化工事費による橋りょう長寿命化事業の減 1億 2,716 万円，積立金による減債基金

積立金の増 5,851 万円などを計上しました。 

２ 繰越明許費の補正について 

  繰越明許費は，非課税世帯等臨時特別給付金給付事業，心身障害者福祉センター管理

運営費，特別養護老人ホーム管理費，健康づくり推進事業，母子保健推進事業，ごみ処

理施設管理経費，県営土地改良事業負担金，排水路整備事業，幹線道路整備事業，国土

強靭化事業，橋りょう長寿命化事業，大規模都市公園管理費，中学校施設管理費，埋蔵

文化財発掘調査経費を設定しました。 

３ 債務負担行為の補正について 

  債務負担行為は，預金等調査照会システム（pipitLINQ）利用料について新たに設定

し，電子申請フォームライセンス利用料について限度額を変更しました。 

４ 地方債の補正について 

  市債は，中学校施設整備事業を追加し，農業農村整備事業，道路整備事業（社会資本

整備総合交付金），臨時財政対策債について限度額を変更しました。 

 

議案第１２号 令和６年度鹿嶋市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 既定の歳入歳出予算総額に増減はありませんが，歳入として，国民健康保険税 2,845 万

7,000 円，諸収入 1,800 万１,000 円を減額し，繰入金 4,645 万 8,000 円を見込みました。 
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議案第１３号 令和６年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 既定の歳入歳出予算の総額から，歳入歳出それぞれ 834 万 9,000 円を減額し，総額 11

億 1,589 万円となりました。 

 歳入として，繰入金の減 834 万 9,000 円を見込みました。 

 歳出として，後期高齢者医療広域連合納付金の減 834 万 9,000 円を計上しました。 

 

 

議案第１４号 令和６年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 8,686 万 2,000 円を追加し，総額 51

億 7,183 万 6,000 円となりました。 

 歳入として，国庫支出金の増 1,560 万 3,000 円，支払基金交付金の増 2,293 万 4,000 円，

県支出金の増 1,200 万 2,000 円，財産収入の増 20 万 5,000 円，繰入金の増 1,069 万

2,000 円，繰越金の増 2,542 万 6,000 円を見込みました。 

 歳出として，総務費の増 7万 4,000 円，保険給付費の増 8,654 万 4,000 円，積立金の増

20万 5,000 円，諸支出金の増 3万 9,000 円を計上しました。 

 

議案第１５号 令和６年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号） 

 既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 450 万 4,000 円を追加し，総額 2,074

万 8,000 円となりました。 

 歳入として，前年度繰越金の増 450 万 4,000 円を見込みました。 

 歳出として，土地区画整理費 607 万円を減額し，平井東部土地区画整理事業基金費

1,057 万 4,000 円を計上しました。 

 

議案第１６号 令和６年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第３号） 

１ 収益的収入及び支出の補正について 

  収益的収入は，既定の収入予算総額に，営業収益 1,829 万円を追加し，総額 19 億

4,538 万 1,000 円となりました。 

  収益的支出は，既定の支出予算総額に，営業費用 901 万 3,000 円を追加し，総額 18

億 93 万 5,000 円となりました。 

２ 資本的収入及び支出の補正について 

  資本的収入は，既定の収入予算総額に，企業債 6億円，補助金 2億 3,901 万 9,000 円

をそれぞれ追加し，総額 18億 6,170 万円となりました。 

  資本的支出は，既定の支出予算総額に，建設改良費 9 億 5,700 万円を追加し，総額

26億 686 万 3,000 円となりました。 

３ 継続費の変更について 

  継続費は，鹿島配水場管理棟建設事業について，年割額を変更しました。 
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４ 企業債の変更について 

  企業債は，配水施設整備事業及び老朽管更新事業について，限度額を変更しました。 

 

議案第１７号 鹿嶋市犯罪被害者等支援条例 

 犯罪被害者等基本法に基づき，本市における犯罪被害者等の支援に関し，基本理念等を

定め，必要な施策を総合的に推進するため，条例を制定するものです。 

 

議案第１８号 鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い，

条例が引用する法の条項にずれが生じたことによる所要の整理を行うため，条例の一部を

改正するものです。 

 

議案第１９号 鹿嶋市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 宅地造成等規制法の一部を改正する法律により改正された宅地造成及び特定盛土等規制

法に基づく規制区域の指定が令和７年４月１日から開始されることに伴い，宅地造成等に

関する工事の中間検査の申請に対する審査手数料を徴収するため，条例の一部を改正する

ものです。 

 

議案第２０号 鹿嶋市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例 

 刑法の改正に伴い，令和７年６月１日から，罰則としての「懲役」及び「禁錮」が廃止

され，これらに代えて「拘禁刑」が創設されるため，関係する条例の一部を改正するもの

です。 

 

議案第２１号 鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 特殊勤務手当のうち「動物死骸処理作業手当」における支給対象業務について，道路上

に遺棄された動物に限らず，その他の場所における死骸処理作業に従事した場合も対象と

するため，条例の一部を改正するものです。 

 

議案第２２号 鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

 育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に

伴い，仕事と育児・介護の両立支援をさらに充実させるため，関連する条例の一部を改正

するものです。 
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議案第２３号 鹿嶋市火葬場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 電気料金や燃料費の高騰により，鹿嶋斎苑の施設管理料が増加したことに伴い，施設使

用料の見直しを行うため，条例の一部を改正するものです。 

 

議案第２４号 鹿嶋市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 ３年度分の前納制となっているとよさと霊園の管理料について，納付した後に墓地の使

用を中止した場合，未到達年度分の管理料を返還できるようにするため，条例の一部を改

正するものです。 

 

議案第２５号 鹿嶋市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例

の一部を改正する条例 

 宅地造成等規制法の一部を改正する法律により改正された宅地造成及び特定盛土等規制

法に基づき，土砂の埋立て等に対する災害防止の点での規制は法律によるものとなったこ

と，また，生活環境保全の点での規制は県条例の対象が拡大されたことに伴い，所要の整

理を行うため，条例の一部を改正するものです。 

 

議案第２６号 鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例 

 消防団員等公務災害補償等共済基金又は指定法人が市町村に支払う消防団員退職報償金

について，その算出の基礎となる勤務年数の区分が見直されることに伴い，市から退職す

る消防団員に支給する退職報償金についても，その算出の基礎となる勤務年数の区分を見

直すため，条例の一部を改正するものです。 

 

議案第２７号 鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 令和７年３月３１日をもって大船津保育園を閉園とするため，条例の一部を改正するも

のです。 

 

議案第２８号 鹿嶋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正及び乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準の制定に伴い，「こども誰でも通園制度」に関する事業の設備及

び運営等について定めるため，条例の一部を改正するものです。 

 

議案第２９号 鹿嶋市都市公園条例及び鹿嶋市運動施設条例の一部を改正する条例 

 施設の老朽化及び熱源の停止に伴い，令和７年３月３１日をもって高松緑地プールを廃

止するため，また，いきいきゆめプールにコース専用使用料を設定するため，条例の一部

を改正するものです。 
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議案第３０号 令和６年度鹿嶋市墓地特別会計補正予算（第１号） 

既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 400 万 2,000 円を追加し，総額 1,294

万 8,000 円となりました。 

 歳入として，財産収入の増 2,000 円，繰越金の増 400 万円を見込みました。 

 歳出として，墓園費の増 400 万 2,000 円を計上しました。 

 

報告第１号 専決処分について（令和６年度鹿嶋市一般会計補正予算（第７号）） 

 既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 2億 6,114 万 5,000 円を追加し，総額

264 億 6,095 万 4,000 円とした補正予算について，令和７年１月１７日に専決処分を行っ

たので，地方自治法第１７９条第３項の規定により，議会の承認を求めるものです。 

 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員候補者の推薦について，人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求めるものです。 

 久 保 和 男（新任） 

 昭和４６年に旧大野村役場（現鹿嶋市役所）に入庁し，建設部道路整備課大野事務所長，

総務部大野出張所長を歴任するなど，４７年間の長きにわたり住民サービスの職務を果た

してきました。 

 退職後は，公務員時代に培った幅広い知識と識見を生かし，行政書士として活動する

傍ら，自治会の区長や農地利用最適化推進委員として，地域活動にも尽力しています。 

 

令和７年請願第１号 学校給食無償化を求める請願 

［請願主旨］ 

 私たち学校給食無償化をすすめる会は，昨年 2 月と 5 月に計 3058 筆の署名を市

長に提出しました。文部科学省が「子ども未来戦略方針」に基づき，昨年 6 月 12

日に発表した実態調査では，全国で 4 割の自治体が何らかの形で，無償化を実施

しているという結果でした。その後も無償化は広がりをみせ，茨城県では 44 市町

村のうち 21 市町村で無償化，一部無償化を実施しております。鹿嶋市近隣の鉾田

市・潮来市・神栖市も無償化となっています。 

私たちは，鹿嶋市のすべての児童・生徒が健やかに育つことを願い，以下の通

り学校給食の無償化を強く訴えます。 

１. 小中学校給食費の保護者負担を無償とすること。 

２. 小中学校給食費を無償とする財政措置を早急に出すよう国や県に求めること。 

３. 国の方策を待つだけでなく、鹿嶋市でも値上げ撤回はもとより現状より後退

せず，一つでも前に進める施策を検討すること。 
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第１号議案 鹿嶋市議会会議規則の一部を改正する規則 

 今回の改正は，議会における手続について情報通信技術を活用した方法により行うこと，

またオンラインによる方法により委員会等を開催することを可能とするために必要となる

事項を定めるほか，文言等の整理を行うものです。 

 

第２号議案 鹿嶋市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 今回の改正は，特例として，オンラインによる方法により委員会を開催することを可能

とするため，条例の一部を改正するものであります。 

 

第３号議案 鹿嶋市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

 今回の改正は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律が改正され，本条例で引用する条文に改正が必要となること及び刑法の改正により「懲

役」及び「禁錮」が廃止され，新たに「拘禁刑」が創設されることに伴い，条例の一部を

改正するものであります。 

 

第４号議案 鹿嶋市議会議員の費用弁償の特例に関する条例 

 この条例は，市の財政状況を鑑み，令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間，

費用弁償の日額については支給しないこととするものであります 

 

道の駅整備等による地域経済活性化検討協議会の設置について 

 地域の特性を活かした観光客の誘致，地域経済の活性化及び地方創生につながる道の駅

整備等について検討協議を行うため，道の駅整備等による地域経済活性化検討協議会を本

市議会に設置するものです。 


